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信用金庫における「地域密着型金融の取組状況」（2024年度実績）等について 

一般社団法人全国信用金庫協会は、全国 254 信用金庫における「地域密着型金融の取

組状況」（2024年度実績）等について、下表のとおり取りまとめました。 
 

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

（1）創業・新事業支援 
（単位：先、件、百万円） 

 先数・件数 金額 

① 創業・新事業支援先数  39,192  

② 創業・新事業支援融資実績（注 1） 32,730 395,490 

③ 企業育成ファンドの数および出資総額（注 2） 53 7,219 

  （注 1）専用の融資商品だけでなく、通常の融資による支援実績も含む。 
  （注 2）自金庫組成か外部組織組成かは問わない。 

 

（2）ビジネスマッチング 
（単位：件） 

 件数 

① ビジネスマッチングの成約件数（注１） 28,012 

（注 1）販路拡大、業務委託、工事の受注等の企業間の業務上のビジネスニーズをマッチングさせた成約件数（各
金庫主催の商談会等において成約したものを含む。ただし、(3)③B 知財ビジネスマッチングに該当する
成約件数を除く）。 

 

（3）取引先の事業価値を見極める中小企業に適した資金供給方法 

（単位：件、先、百万円） 

 件数 金額 

①  財務制限条項を活用した商品による融資実績（注 1） 3,295 410,130 

②  動産・債権譲渡担保融資の実績（注 2） 650 28,389 

 うち売掛債権担保および動産担保の併用による融資 74 9,789 

 うち売掛債権担保融資（※動産担保融資の併用なし） 367 8,373 

 うち動産担保融資（※売掛債権担保融資の併用なし） 200 10,118 

③A 「知的資産経営報告書」「知財ビジネス報告書」の策定

支援の実績（注 3） 
173  

③B  知財ビジネスマッチングの成約件数（注 4） 7  

④  財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する 

融資商品による融資実績（注 5） 
10,407 402,718 

（注 1）シンジケートローンの実績（金庫がアレンジャーであるか否かを問わず）を含む。 

（注 2）リース債権およびクレジット債権を担保とした融資は含まない。金額は、信用金庫と顧客との間の直接

貸出契約ベース（ＳＰＣ、信託経由は含まない）。 

（注 3）知的資産とは人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネット

ワーク等、財務諸表には表われてこない目に見えにくい経営資源の総称を指す。 

（注 4）知財ビジネスマッチングとは、取引先における新製品開発等に係るニーズと企業・研究機関等が有する

開放特許（他者へライセンス可能な特許等の知的財産）等のシーズをマッチングさせることをいう。 

（注 5）ＴＫＣとの連携による融資および独自商品（ＴＫＣ関連以外）による融資実績。
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（4）持続可能な地域経済への貢献 
（単位：件・金庫、百万円） 

 件数 金額 

① ＰＦＩへの取組み実績（注１） 45 15,846 

② コミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネス、地域

課題解決事業を行う事業者等への融資実績（注２） 
834 17,631 

（注 1）金額は、プロジェクト会社への融資額。アレンジャーであるか否かを問わず、ＰＦＩに参加した全ての

実績。 

  （注 2）専用の融資商品だけでなく、通常の融資によるものも含む。 

 

（5）事業再生支援 
（単位：件、百万円） 

 件数 金額 

① 中小企業活性化協議会の活用（注１） 1,270 157,287 

 

Ａ 再生計画策定先数 851 123,506 

 うちメイン金融機関として持ち込んだ案件 378 79,928 

Ｂ 収益力改善計画策定先数 419 33,781 

 うちメイン金融機関として持ち込んだ案件 232 24,294 

② 地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）の活用（注２） 28 5,489 

 うちメイン金融機関として持ち込んだ案件 18 2,278 

③ 民間のサービサー（再生型）の活用（注３） 53 8,613 

 
うちメイン金融機関として、民間のサービサー（再生型）

を活用した先 
42 7,510 

④ 信用保証協会「経営サポート会議」の活用（注４） 1,686 159,572 

 うちメイン金融機関として持ち込んだ案件 1,209 135,116 

⑤ 金融機関独自の再生計画を策定した案件（注５） 1,886 214,983 

 うちメイン金融機関として再生計画を策定した案件 1,502 179,137 

⑥ 出資した企業再生ファンドの数および出資総額（注６） 47 1,614 

⑦ デット・エクイティ・スワップの実績 1 65 

⑧ デット・デット・スワップの実績（注７） 8 1,387 

⑨ 資本性劣後ローンの実績（注７） 25 1,289 

⑩ ＤＩＰファイナンスの実績 84 5,183 

⑪ 事業再生における「特定調停」の活用（注８） 7 1,317 

（注 1）2024 年度中に新たに計画を策定した先数（2023 年度以前に持ち込み、2024 年度中に計画を策定した先を

含む）。金額は支援決定時の当該先に対する債権残高（簿価）の総額。 

（注 2）2024 年度中に新たに支援決定された先数（2023 年度以前に持ち込み、2024 年度中に支援決定された先を

含む）。金額は支援決定時の当該先に対する債権残高（簿価）の総額。 

（注 3）サービサー（再生型）への債権譲渡（再生支援目的に限る）を行った先数（2024 年度中に新たに債権譲

渡を行った先）・金額（サービサーへの譲渡価格ではなく、債権譲渡時の当該先に対する債権残高（簿価））

の総額。 

（注 4）先数は 2023 年度以前から継続的に開催されているものも含め、2024 年度中に経営サポート会議が開催さ

れた先数。金額は経営サポート会議の開催決定時の当該先に対する債権残高（簿価）の総額（開催決定

時の債権残高の算出が困難な場合は、2024 年 3 月末時点の当該先に対する債権残高の総額）。 

（注 5）「合理的で実現可能性の高い経営改善計画」や「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」等を策定した

先数。金額は再生計画策定時の当該先に対する債権残高（簿価）の総額。 

（注 6）自金庫組成か外部組織組成かは問わない。 

（注 7）資本性借入金（中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅱ－４－１の「資本性借入金」及び旧金融

検査マニュアルにおける債務者の資本とみなすことができる「資本性劣後ローン」をいう。）に該当す

るものに限る。 

（注 8）先数は 2023 年度以前に申立てが行われたものも含め、2024 年度に新たに特定調停が成立した先数。金額

は、特定調停の開始決定時の当該先に対する債権残高（簿価）の総額。 
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（6）事業承継支援 

（単位：先、件、百万円） 

 先・件数 金額 

①  事業継承支援先数 15,399  

②  事業承継支援ローンの実績（注１） 727 50,816 

③  Ｍ＆Ａ支援実績（注２）   

 
Ａ Ｍ＆Ａ相談件数 8,137  

Ｂ Ｍ＆Ａ成約件数（注３） 539  

  

ａ うち自金庫においてＦＡ・仲介したもの 217  

 うち事業承継支援にかかるもの 182  

ｂ うち外部支援機関につないだもの 291  

 うち事業承継支援にかかるもの 208  

④  事業継承ファンドへの出資先数 18 1,578 

（注１）専用の融資商品だけでなく、通常の融資による支援実績も含む。 
（注２）成約件数は、手数料の有無に関わらず計上。 

 

 

（次頁に続く） 
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２．経営改善支援等の取組み実績（2024年度） 
 

（単位：先、%） 

 
（注）・期初債務者数及び債務者区分は 2024年 4 月当初時点で整理。 

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンの
みの先を含まない。 

・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。なお、経営改善支援取組み先で期中
に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。 

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクア
ップした場合はβに含める。 

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時
の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理。 

・期中に新たに取引を開始した取引先については含まない。 
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。 
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上。 
・「αのうち再生計画を策定している全ての先数 δ」には、金融機関独自の再生計画策定先のほか、中小企業
活性化協議会、ＲＣＣ、地域経済活性化支援機構、産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構などと
連携した再生計画策定先を含む。 

 

◆経営改善支援取組み先の定義について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αのうち期末
に債務者区
分がランク
アップした先

数　β

αのうち期末

に債務者区
分が変化しな
かった先 γ

αのうち再生

計画を策定し
た先数　δ

経営改善支

援取組み率
α/Ａ

ランクアップ

率　β/α

再生計画策

定率　δ/α

　　正　常　先 1,109,249 2,879 2,366 634 0.3 22.0

うちその他要注意先 313,111 15,371 864 13,139 8,104 4.9 5.6 52.7

うち要管理先 2,866 611 81 444 389 21.3 13.3 63.7

　　破綻懸念先 49,509 6,695 301 5,838 4,020 13.5 4.5 60.0

　　実質破綻先 16,758 512 14 432 291 3.1 2.7 56.8

　　破  綻  先 4,033 28 0 13 10 0.7 0.0 35.7

　小　　計 386,277 23,217 1,260 19,866 12,814 6.0 5.4 55.2

　　合　　　計 1,495,526 26,096 1,260 22,232 13,448 1.7 4.8 51.5

期　　初
債務者数

Ａ

うち
経営改善

支　　　援
取組み先

α
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意先

経営改善支援取組み先とは、取引先企業（個人事業主を含む。なお、個人ローン、住宅ローンのみの先を含ま
ない。）のうち、通常の融資管理の強化等に止まらず、重点的に経営改善を支援する対象との位置付けを明確に
し（注１）、例えば、下記のような取組みを行っている先をいう。 
 なお、下記の例のほか、金融機関が債務者への経営改善支援を実施したことが明確に判明するものは、経営改
善支援に含める。 
 
①当金融機関がコンサルティング機能、情報提供機能等を活用して、財務管理手法等の改善、経費節減、資産売
却、業務再構築、組織再編・Ｍ＆Ａ等の助言を行った取引先。 

②当金融機関から人材を派遣して再建計画策定その他の支援等を行った取引先。 
③当金融機関が紹介した外部専門家（経営コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士等）が業務再構築等の
助言を行った取引先。 

④中小企業の事業再生等に関するガイドライン及び法的整理手続の中で再生計画等の策定に関与した取引先。 
（注）再生型法的整理(民事再生法、会社更生法等）において議決権行使をしたに過ぎない場合は含まれない。 

⑤企業再生ファンドの組成による企業再生のため当該ファンドに出資（現物出資）した取引先。 
⑥企業再生に当たり、デットエクイティスワップ（ＤＥＳ）、デッドデッドスワップ（ＤＤＳ）、ＤＩＰファイナ
ンス等の手法を活用した取引先。 

⑦「中小企業再生型信託スキーム」等ＲＣＣの信託機能を活用して再建計画の策定に関与した取引先。 
⑧中小企業活性化協議会等と連携し当金融機関が再生計画の策定に関与した取引先。 
 

（注１）位置付けを明確にするとは、各金融機関がその経営の実態に応じて、例えば、①経営改善支援の専担
組織・専担者の支援の対象先とする、あるいは、②本部と営業店が連携して支援を行うこととしてい
る対象先等、経営改善支援の対象であることについて客観的な裏付けがある先とする。 

（注２）単なる与信管理、貸出条件の緩和等の契約更改、回収強化等は経営改善支援取組み先には含めない。 
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３．職員外理事の登用状況 
    （単位：金庫、人） 

 2025年 6月末 

金庫数 251 

人数  678 

 常勤 66 

 非常勤 612 

 

以 上 


